１８川健障計第４７２号　

平成１８年１１月６日　

関係事業所長　様

川崎市健康福祉局障害保健福祉部長　

行動援護等の前後に身体介護等を提供する場合の取扱いについて（通知）

　平素より障害保健福祉行政の推進にご協力いただきありがとうございます。

　10月23日付け通知（18川健障計第455号）において、「行動援護、移動支援及びふれあいガイドにおけるサービスの提供・利用について」をお示ししたところですが、この取扱いにつき、厚生労働省より本市照会の回答がありましたので、次の通りお取扱いいただきますようお願いいたします。

　なお、本通知の発出前に、この取扱いによらずに支給決定を受け、サービス提供をされている場合につきましては、お手数ではございますが、過誤請求により精算いただきますようお願いいたします。

○　厚生労働省の本市照会回答

　平成17年4月の支援費制度関係Q&A集でお示しした通り、行動援護に含まれていない、たとえば、入浴の介助については、2時間以上の間隔を空けないで利用できる（身体介護として算定できる）としているところである。一方、行動援護のサービス内容に含まれる身体介護と同様の介助（排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助の介助）については、居宅介護を1日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は概ね2時間以上とする取扱いに準じることとしている。したがって、行動援護の前後2時間未満に身体介護を提供する場合は、行動援護として通算して算定することとなる。

○　本市における取扱い

　厚生労働省からの回答に則り、行動援護の前後に入浴及び清拭等、行動援護に含まれていない介助については、2時間以上の間隔を空けなくとも、身体介護として算定する。一方、2時間以上の間隔を空けない、排せつ、食事、衣服の着脱及び整容等については、外出に係る介助か否かを問わず、行動援護として通算して算定することとする。したがって、行動援護の前後2時間以内に身体介護を算定する場合は、その介助が、入浴及び清拭等の場合のみとなる。

　なお、移動支援及びふれあいガイドについては、入浴介助も介護加算として算定の対象としているところであり、これらサービスの前後2時間未満に、居宅においてこれら介助を行った場合は、介護加算の算定対象とすることとし、これらサービスの前後2時間未満に身体介護を算定することはできないこととする。

　なお、行動援護、移動支援及びふれあいガイドとあんしんサポートの関係についても、行動援護が、予防的対応及び制御的対応が支援の内容であり、見守りを含んだものであることから、これらサービスの前後2時間未満にあんしんサポートを算定することはできないこととする。

（参考）　10月23日付け通知（18川健障計第455号）

「２　行動援護、移動支援及びふれあいガイドにおけるサービスの提供・利用について」

　行動援護、移動支援及びふれあいガイドについて、報酬基準は、それぞれ4時間30分以上若しくは5時間超で設定されており、5時間以上のサービス提供・利用がある場合は、行動援護、移動支援及びふれあいガイドそれぞれによる連続利用を原則とする。外出前後に係る身支度や後片付け等は、これらサービスの一環であり、他のサービスにより代替されるものではなく、これらサービスの前後に身体介護やあんしんサポートを連続して提供、利用することは、当該時間帯に居宅において、移動に係らない身体介護や見守りを必要とする場合を除いて、できない。
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